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八王子市

学生支援特別給付金

〒192-8501     東京都八王子市元本郷町3-24-1

八王子市学園都市文化課 学生支援特別給付金担当宛

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮し、修学の継続が困難となった
学生の皆さんを支援する給付金です。

◆申請受付期間

令和２年7月1日（水）から8月３１日（月）まで ※当日消印有効

◆対象者

①と②の両方に該当する方が対象となります。

①国内の大学等※に在籍し、八王子市内に住民票を置いて居住する方もしくは八王子市外に居住す
る八王子市出身者
（八王子市内に居住されている方は、申請時に八王子市の住民基本台帳に登録されていることが必要です。）

②アルバイト収入によって生活をしている方
（今年度入学者など、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトを始められていない方も対象に含まれます。）

◆支給条件 （裏面を参照してください。）

◆申請方法

市HPに掲載している申請書等に必要事項を記入して、郵送にて下記の送付先に提出してください。
（申請を行う学生本人及びその保護者等の記入が必要な書類があります。送る前には、送付書類の漏れが無いか確認をし
てください。）

◆給付額 10万円（申請は1人1回のみ）

◆提出書類 以下の5点を同封して提出してください。

（１）申請書 （２）申込資格確認書①または② （３）保護者等誓約書
（４）提出書類貼付シート（申請者本人） （５）提出書類貼付シート（保護者等）

21の大学等が立地する
「学園都市」

「学園都市八王子」は学生の皆さんを応援します。

※大学等とは？
日本国内の大学（専攻科、別科及び大学院含む。）、短期大学（専攻科、別科を含む。）、高等専門学校（第4学年、第5
学年及び専攻科に限る。）、専門学校（専修学校（専門課程（上級学科を含む。）））及び法務省が告示で定める日本語
教育機関のことです。
※八王子市出身者とは？
小学校・中学校在学時に八王子市に居住していた方で、かつ現在も保護者等が八王子市内に住民票を置いて居住し
ている方です。

送付先（宛名ラベルとして切り取ってご使用ください）



【 支 給 条 件 】
１から５の全てを満たすことが条件です。

１．以下の支援制度を利用していない方

・国の「「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』」
・国の「高等教育の修学支援新制度」
・日本学生支援機構「第1種奨学金（無利子奨学金）」
・日本学生支援機構「留学生受入れ促進プログラム」

２．保護者等から以下の支援のみを受けている方（学費を除く）

１人暮らし生 実家暮らし生
月5万円以内の仕送り 保護者等から経済的援助を受けていない

（住居や食事の現物支給を除く）

３．アルバイト収入について以下の基準を満たす方

１人暮らし生
普段から、生活費に占めるアルバイト収入の割合が50％以上であり、令和2年1月から申請時まで
の期間のうち、連続する３か月のアルバイト月額収入を比較したときに、５０％以上の減少がある方

実家暮らし生
普段から、生活費に占めるアルバイト収入の割合が100％であり、令和2年１月から申請時までの期
間のアルバイト月額収入が、生活費の平均支出額の半分にあたる金額以下に減少した月があった方

４．これまでの修学状況について

・対象機関に入学してから申請時までの出席率が8割以上
・前年度成績が基準以上（基準：GPA2.5、高等学校評定平均3.0、JASSO成績評価係数2.0）

５．保護者等の経済状況について

・新型コロナウイルス感染症に係る公的支援を受けている、もしくは経済的に困窮していること
・令和２年１月から申請時までに得た収入・所得について、最も収入が減少した月の給与収入額（所
得額）を１２倍した額が以下の基準額を上回っていないこと

【問い合わせ先】学生支援特別給付金担当（電話：042-620-7548）

【担当所管】八王子市市民活動推進部学園都市文化課（電話：042-620-7409）

申請者が１人暮らし生 申請者が実家暮らし生

給与所得世帯（控除前の収入額） ８００万円 ７５０万円

給与所得以外（自営業等）世帯（所得額） ４００万円 ３５０万円

申請書等はこちらに掲載しております。
※申請をする際は、必ず市HPをご確認ください

「八王子市学生支援特別給付金」で検索してください
（URL ： https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/002/008/gakuseikoroina/p026624.html ）


